
 
 
 
 
 

給  付 給付内容と範囲 留意事項 

療養の給付 健康保険の被保険者が業務以外の事由によ

り病気やケガをした際、健康保険で治療を受

けることができる。 

①指定を受けた保険医療機関や保険薬

局等以外の病院で治療を受けても、

療養の給付にならない。 

②一部負担金の支払いがある。 

入院時食事療養費 ①被保険者（特定長期入院被保険者を除く）

が入院した際、療養の給付とあわせて食事

の給付が受けられる。 

②その額は、厚生労働大臣が定めた食事療養

に要する費用の額から食事療養標準負担

額を控除した額。 

①被扶養者の入院時食事療養に係る給

付は、「家族療養費」として給付さ

れる。 

②高額療養費の対象とならない。 

食事療養標準負担

額 

※１日３食に相当す

る額が上限 

 

一般の者：510 円／１食 

指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等（住民税非課税世帯を除く）：300 円／１食 

住民税非課税世帯者：240 円／１食 

１年間の入院日数が 91 日以上の患者で住民税非課税世帯者：190 円／１食 

住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に満たない 70 歳以上の高齢受給者：110 円／１食 

入院時生活療養費 ①介護保険との均衡の観点から、療養病床に

入院などする 65 歳以上の者（特定長期入

院被保険者）の生活療養に要した費用を給

付するもの。 

②その額は、厚生労働大臣が定めた生活療養

に要する費用の額から生活療養標準負担

額を控除した額。 

①被扶養者の入院時生活療養に係る給

付は、「家族療養費」として給付さ

れる。 

②高額療養費の対象とならない。 

生活療養標準負担

額（主な額） 

※食費は、１日３食に

相当する額が上限 

 

一般の者（指定難病患者以外）：食費 510 円／１食（＊）、居住費 370 円／１日 

  ＊管理栄養士等を配置していない保険医療機関へ入院している場合は 470 円 

低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）：食費 240 円／１食（＊）、居住費 370 円／１日 

  ＊医療の必要性が高い者で１年間の入院日数が 91 日以上の患者の場合は 190 円 

低所得者Ⅰ（年金 80 万円以下）：食費 140 円／１食（＊）、居住費 370 円／１日 

  ＊医療の必要性が高い者は食費 110 円／１食 

指定難病患者（一般の者の場合）：食費 300 円／１食、居住費 0円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給  付 給付内容と範囲 留意事項 

保険外併用療養費 ①保険外診療のうち、厚生労働大臣の定める

「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」に

ついては、保険診療との併用が認められて

いる。 

②保険診療の療養の給付と共通する部分が

「保険外併用療養費」として給付される。 

①「評価療養」「選定療養」「患者申出

療養」に係る費用は、全額負担す

る。 

②被扶養者の保険外併用療養に係る

給付は「家族療養費」として給付さ

れる。 

＊「評価療養」には、先進医療（高度医療を含む）、医薬品や医療機器の治験に係る診療、薬事法承認後

で保険収載前の医薬品や医療機器の使用等がある。 

＊「選定療養」には、特別の医療環境の提供（差額ベッド代金）、歯科の金合金等、予約診療、時間外診

療、未紹介による大病院での初診等がある。 

＊「患者申出療養」とは、高度の医療技術を用いた療養であって、患者からの申出を前提に、安全性・

有効性等を確認しつつ、保険医療機関でその医療を迅速に受けられるようにする療養をいう。 

療養費 やむを得ない事情により保険医療機関や保険

薬局等で保険診療を受診できず、自費で受診

した場合等に、その費用について支給される。 

一定要件を満たした場合、海外で受

けた保険診療も療養費の対象とな

る。 

訪問看護療養費 居宅で療養を必要とする者が、かかりつけ医

師の指導に基づき、指定訪問看護事業者の看

護師等から療養上の世話や必要な診療の補助

を受けた場合に支給される。 

被保険者（被扶養者）は、基本利用

料として平均的な費用の３割を負担

する。 

移送費 

（家族移送費） 

病気やケガにより移動が困難な者が、一時的・

緊急的必要があり、保険診療として適切な療

養を受けるために移送された場合は、現金給

付として支給される。 

その額は、最も経済的な経路および

方法により移送された場合の旅費に

基づいて算出された額の範囲での実

費とされる。 

埋葬料・埋葬費 

（家族埋葬料） 

被保険者が死亡したときに支給される。 

埋葬料：被保険者により生計を維持していた

者で、埋葬を行うものに５万円支給。 

埋葬費：埋葬料を受けるべき者がいない場合、

埋葬を行った者に、埋葬料（５万円）

の範囲内で埋葬にかかった費用を支

給。 

被扶養者の死亡時には、「家族埋葬

料」が支給される。 

死亡原因が自殺や喧嘩等であっても

支給されるが、業務災害の場合は適

用外となる。 

 

給付 

各種給付の内容・範囲 

医療保険 
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